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はじめに

　「天災 ＝ 自然災害」は、季節・時間・天候に関係なく襲ってきます。　

地震予測はまだまだ難しいですが、大雨（線状降水帯等）、台風等の予測は ＩＴ技術の躍進

で、かなりの精度で予測可能な時代になってきています。

　予測精度は向上しましたが、被災者になる可能性がある私たちは？　　他人事では？

その為にも、日常からの「防災意識」「災害対策」「減災対策」は不可欠になります。

芳志戸地区でも、過去に自然災害を受けています。

昭和６１年の水害被害

　一部地区では床下浸水等の被害があり、道路・田んぼ　一面が水面と化しました。

五行川の氾濫は、夜中の出来事だった為に対応することが大変だったようです。

平成２３年３月１１日の「東日本大震災」　（2011）

　東日本大震災では、芳志戸地区の高台地区台が大きな被害被害を受け、家屋等に多大な被害

が出ました。

　芳志戸自治区でも、石造崩壊、大谷石塀崩壊、家屋被害、家財道具被害、インフラ被害等。

　当時、携帯電話の通信障害、町水道の一時断水、ガソリンスタンドの長蛇の列、コンビニ陳列棚

から商品が消え在庫なし等、当時を振り返れば、　さまざまな記憶がめぐってくると思います。

　そのような中、地域住民、町、ボランティアなど「共助」「公助」にも助けられました。

災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、

災害時の被害を最小化する「減災」の考え方を「基本」とします。

「芳志戸地区　防災計画　（芳賀町）」を定め、平常時からの備えの充実を図ると共に、

災害時における「自助」「共助」を着実に実行するため

この計画に基づき地区防災活動に取り組んでいきます。
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1 ＜基本的な考え方＞

災害時の被害を最小化する「減災」の考え方を「基本」とします。

（１）  芳志戸自主防災会とは

　芳志戸地区における災害活動を推進する会の名称を「芳志戸自主防災会（以下、「防災会」という）」

とし、芳志戸自治会に加入する全ての世帯（以下、「会員」という）をもって構成する。　※

（２）  制定の目的

　この「芳志戸地区防災計画（以下、（防災計画）という）」は、芳志戸地区における災害発生を想定し、

　　　・平常時からの備えの充実を図る

　　　・災害時における「自助」「共助」を着実に実行する

災害に強い「芳志戸地区」を確立するため「芳志戸地区　防災計画　（芳賀町）」を定める。

但し、非常時においては、会員以外の被災者への支援を妨げるものではない。　※

（３）  有効性の確保と維持

　この「防災計画」の有効性を確保するために、芳賀町と町内各自治会組織等との連携による防災

訓練を契機とし、必要に応じて「防災計画」の見直しを行う。　見直しは「防災会」が提起し、総会の

承認を受けて決定する。

（４）  「芳志戸ふれあい交流館臨時避難所」

　「芳志戸ふれあい交流館」を「会員等の臨時避難所」として位置づけるとともに、防災会が主導する

災害活動の拠点として活用する。

 防災知識の普及・啓発

 地区の安全点検 災害に備えるための活動

 防災訓練

 情報収集・伝達・共有化

 救出・救護 人命を守る

 初期消火 被害の拡大を防ぐ活動

 避難誘導

 避難所運営の協力

平常時

災害時

芳志戸自主防災組織の役割
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2 　＜計画対象地区と策定主体＞

（１） 計画対象地区

「芳志戸地区　防災計画」は、下記の14の行政区を対象として定めます。　

〔行政区〕般若塚、飯島、手彦手、金井、久津方、西秋場、芳南、池の尻、中坪、芳志戸、清水、

中郷、上岡南、上岡北

（２） 計画策定主体

「芳志戸地区　防災計画」は、「芳志戸自主防災会」が定めます。　

3 　＜地区の特性と予想される災害＞

（１） 五行川西側　地区

　　町作成のハザードマップでは、一級河川五行川～市の堀間は、ほぼ全域が「洪水浸水

想定区域」（浸水深さ０～0.5ｍ未満、または浸水深さ0.5～3.0ｍ未満）に、指定されている。

そのため、「五行川」の水位レベルに注意が必要です。 洪水リスク

（２） 五行川東側　及び　市の堀東　地区

　　町作成のハザードマップでは、一級河川五行川～市の堀間は、ほぼ全域が「洪水浸水

想定区域」（浸水深さ０～0.5ｍ未満、または浸水深さ0.5～3.0ｍ未満）に、指定されており

「五行川」東側は、「五行川」や「市の堀」の水位レベルに注意が必要です。 洪水リスク

　「市の堀」東側は、丘陵地でありに水害の心配は殆どないと予想されます。

但し高台地域では地盤が脆弱な為、注意が必要だと考えられます。 崩落リスク

（3） 地区共通 町作成のハザードマップ及び過去災害事例より

　　1）　地震災害 ・震度 ・・・・・・・・・・・・・市の堀東側高台地区の揺れが大きいリスクがある。

　　　　　（地盤差有り）・液状化 ・・・・・・・・・・・・・五行川～市の堀　間は液状化現象可能性あり

※　町作成のハザードマップを確認頂き、災害予測・対策をお願い致します。
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（4） その他の特性　（地区共通）

　　自然災害（台風、地震、洪水等）から命を守るために、避難所の利用が適正と判断される

場合、および家屋やライフラインの損壊により、自宅居住が困難と判断される場合は、町指定

避難所へ避難するが、町から「芳志戸ふれあい交流館を臨時の避難所として開設」すべく、

芳志戸自治会長（防災会会長）に対しその旨が発令される事となっている。

　一方、災害の規模が甚大な場合には、「芳志戸ふれあい交流館」が臨時の避難所として機能

しないことが想定される。　

　この場合は、　芳志戸ふれあい交流館を臨時の避難所として開設せず、芳賀北小学校及び

町民会館等の町指定の避難所を使用すべきと考えています。

　　  

4 　＜活動内容＞

（１） 平常時の取組

自主防災組織や各地区で協力し、「自助」「共助」を実施する為にも、まずは自分や家族で

身を守りいざというときに全地区の力が発揮できるよう、各地区のみんなで協力し防災活動

に取り組みます。

①　防災知識の普及・啓発

防災対策では、地区住民の一人ひとりが防災に関心を持ち、準備することが重要です。

地区住民への防災知識の普及や啓発活動を行います。

②　地区の安全点検

防災の基本は、自分たちの地区を知ることです。地区の危険な場所や防災上問題のある　

場所などを確認し、　改善のための働きかけなどを行います。

③　防災資機材の整備

防災資機材は、災害発生時に役立ちます。地区で防災資機材を整備し、日頃の点検や

使い方を確認します。　

④　防災訓練

防災訓練は、いざというとき、あわてず、的確に対応するための欠かせない活動です。

地域住民に積極的な参加を呼びかけて、訓練を行います。

（２） 災害時の取組

災害時は、負傷者の発生や火災など様々な事態が発生する可能性があります。

芳賀町、芳賀消防署、真岡警察署など公共機関とも連携しながら、みんなで力を合わせて

被害の軽減に向けて活動します。

①　情報の収集・伝達

公共機関などから正しい情報を収集し、地区住民に伝達します。

また、地区の被災状況などを取りまとめ、防災機関へ報告します。

※長期停電時は、非常用電源を使用し住民への情報収集・伝達に努めます

6



②　救出・救助活動

自分がケガをしないよう注意し、みんなで協力して負傷者や家屋の下敷きになった人の救出・

救助活動を行います。

③　医療救護活動

医師の手当てが受けられるまでの間、負傷者の応急手当をして、救護所へ搬送します。

④　初期消火活動

消防車が到着するまでの間、火災の延焼拡大を防ぐための初期消火活動を行います。

⑤　避難誘導

芳志戸ふれあい交流館を臨時避難所として開設。

⑥　給食・給水活動

地区で必要な物資を把握し、公共機関とも連携しながら必要に応じて炊き出しなどの給食・

給水活動を行います。　　　課題として、過去の災害時や、直近での

「能登半島地震事例」から、「飲料用・生活用」の水確保方法です。

１）飲料用　・・・・・ 「備蓄水」保有していても、３日分程度と思われます。

地域内の「井戸水」使用可能の把握と所有者との協議・協力体制整備

　・飲料用としての「井戸水：水質検査」の実施と費用

　・飲料用としての「水質検査結果表示板掲示」の費用

　・飲料用としての「井戸水利用者」への管理体制

２）生活用　・・・・・ 同　上

　東日本大震災や能登半島地震事例から、ライフライン被害　・「水の確保」がクローズアップされました。

手動ポンプを除き、井戸用ポンプ起動用電源確保も課題です。　

　現在、自治会として　２台の非常用発電機保有していますが、起動用電源には適さない場合が

あります。

・「井戸水ポンプ」起動用電源として可能な「発電機保有」の把握と協力可否把握

・非常時に協力頂ける、地域内の「井戸水ポンプ」仕様の把握

・「井戸水ポンプ」起動用電源として、協力可能機の稼働可能把握

・「井戸水ポンプ」起動用電源の、管理等の扱い方
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（3） 要配慮者（避難行動要支援者）　等への支援

災害時に大きな被害を受けやすいのは、高齢者や障害者、女性や子どもなど、人の助けを必要と

する人（要配慮者（避難行動要支援者））です。

こうした要配慮者（避難行動要支援者）を災害から守るため、みんなで協力しながら支援を行って

いきます。　この取組みを着実に推進するため、個別計画を定めることが重要です。

避難生活を余儀なくされた場合

　災害から受ける影響やニーズは、女性と男性、高齢者、障害者、子供で異なるため

　地区内住民の多様な視点、ニーズの把握力は欠かせないと考えます。

　平常時から、地区内住民が地域活動に参画しリーダーシップを発揮頂きたいと思います。

①　防災環境の点検・改善

目や耳の不自由な人にも、警報や避難情報がきちんと伝えられるか、要配慮者（避難行動要支援

者）の身になって、避難経路等に障害物や危険な場所はないかどうかを点検し、改善に努めます。

②　避難誘導

隣近所の助け合いが重要です。　一人の要配慮者（避難行動要支援者）に複数の避難支援者を

あらかじめ決めておき、避難するときは、しっかり誘導します。

③　見守り活動

非常時こそ、不安な状況におかれている人に　優しく接する必要があります。

困っている人や、要配慮者（避難行動要支援者）には、思いやりの心を持って接します。

④　コミュニケーション

いざというときに円滑に支援ができるよう、日頃から積極的に要配慮者（避難行動要支援者）との

コミュニケーションを図ります。
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5 　＜能登半島地震から得た教訓　（令和６年１月１日発生）＞

＜平常時の取組＞

栃木県地域防災計画では、最低限震度６弱以上の地震を想定した備えを県民に促しています。

（１） 住宅の耐震化

　　能登半島地震発生、１ヶ月後時点の死者数（新聞報道）の４１％は倒壊家屋の下敷きなど

「圧死」との報道です。

・住宅耐震化について

・耐震診断士派遣制度　・・・・・町都市計画課に相談

（２） 「電気火災」

　　能登半島地震での「輪島朝市」周辺の大火災は、屋内の電気配線が地震で傷つきショート

するなどが要因と推定されています。　　電気火災は、阪神大震災や東日本大震災でも出火

原因が分かった火災の６0～７0％とのこと。

　　揺れを感知して電気を遮断する「感震ブレーカー」の普及を政府として進めるようです。

・「感震ブレーカー」　・・・・・・・町総務課地域安全対策係に相談

（現在は自費対応）

（３） 　「ライフライン被害」に対応できる準備

　①　電気 ・通常の生活から「電気」がなくなった場合を想定した備え

＜例＞　　冬場の暖を採るエアコン、ファンヒーター、こたつは使用不可です。

　　　 電気に頼らない、暖房方法　：　従来からの　石油ストーブ　等

　②　水 ・通常の生活から「水」がなくなった場合を想定した備え

＜例＞　　ローリングストックでの飲料水確保

井戸水、湧き水等　使用可能策の確認等（行政との連携）

（４） 「季節」に対応できる準備

能登半島地震（１月）　東日本大震災（３月）　・・・・寒い季節に発生

自然災害は、季節・時間に関係なく襲ってきます。四季を通じた予測対応

（５） 「非常時通信」の準備 （手順は町配布のハザードマップ参照ください）　資料添付

　　ハザードマップ等に掲載されている「災害時連絡方法」の日常での体験と習得

「１７１」ダイヤル　無料体験日を利用しての家族間連絡方法の確立

ＮＴＴdocomo、 au KDDI、 SoftBank

＜無料体験可能日＞

毎月　１日および１５日　　（正月三が日、　防災週間、　　他）
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芳 志 戸 自 治 会 自 主 防 災 会 規 約  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 約 は 、 芳 志 戸 自 治 会 自 主 防 災 会 （ 以 下 「 本 会 」 と い

う 。） に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 事 務 所 ）  

第 ２ 条  本 会 の 事 務 所 は 、 芳 志 戸 ふ れ あ い 交 流 館 に 置 く 。  

（ 目 的 ）  

第 ３ 条  本 会 は 、 自 主 防 災 組 織 と し て 住 民 同 士 の 共 助 の 精 神 に 基 づ

く 自 主 的 な 防 災 活 動 を 行 う こ と に よ り 、 平 常 時 に お け る 災 害 に よ

る 被 害 の 防 止 及 び 軽 減 並 び に 災 害 時 に お け る 応 急 対 応 を 行 う こ

と を 目 的 と す る 。  

（ 事 業 ）  

第 ４ 条  本 会 は 、 前 条 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 次 の 事 業 を 行 う 。  

( 1 )  平 常 時  

ア  防 災 知 識 の 普 及 及 び 啓 発  

イ  地 域 の 災 害 危 険 箇 所 の 把 握  

ウ  防 災 訓 練 の 実 施  

  エ  防 災 資 機 材 等 の 整 備  

  オ  避 難 行 動 要 支 援 者 の 状 況 確 認  

  カ  避 難 誘 導 の た め の 経 路 及 び 避 難 場 所 の 確 認  

  キ  芳 賀 町 、 そ の 他 組 織 と の 連 携  

  ク  そ の 他 本 会 の 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 事 業  

 ( 2 )  災 害 時  

  ア  情 報 の 収 集 及 び 伝 達  

  イ  避 難 行 動 要 支 援 者 の 安 否 確 認  

  ウ  臨 時 避 難 所 の 開 設 及 び 運 営  

  エ  避 難 誘 導  

  オ  給 食 及 び 給 水  

  カ  芳 賀 町 、 そ の 他 組 織 と の 連 携  

  キ  そ の 他 本 会 の 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 事 業  

（ 会 員 ）  

第 ５ 条  本 会 は 、 芳 志 戸 自 治 会 内 に あ る 住 民 を も っ て 構 成 す る 。  

（ 役 員 ）  

第 ６ 条  本 会 に 次 の 役 員 を 置 く 。  

( 1 )  会  長  １ 名  

( 2 )  副 会 長  ３ 名  

( 3 )  会  計  １ 名  

( 4 )  班  長  ５ 名  

( 5 )  ア ド バ イ ザ ー  若 干 名  

２  役 員 は 、 会 員 の 互 選 に よ る 。 た だ し 、 会 長 は 自 治 会 長 を 充 て 、
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ア ド バ イ ザ ー は 防 災 に 関 す る 知 識 を 有 す る 者 又 は 住 民 情 報 に 詳

し い 者 の 中 か ら 会 長 が 選 任 す る 。  

３  役 員 の 任 期 は 、 ２ 年 と す る 。 た だ し 、 再 任 を 妨 げ な い 。  

（ 役 員 の 責 務 ）  

第 ７ 条  会 長 は 、 本 会 を 代 表 し 、 会 務 を 総 括 し 、 災 害 発 生 時 に お け

る 応 急 対 応 の 指 揮 を 行 う 。  

２  副 会 長 は 、 会 長 を 補 佐 し 、 会 長 に 事 故 あ る と き は そ の 職 務 を 行

う 。  

３  班 長 は 、 担 当 班 の 任 務 遂 行 及 び 会 務 の 処 理 を 行 う 。  

４  ア ド バ イ ザ ー は 、 本 会 に 対 し て 防 災 行 動 、 住 民 情 報 、 そ の 他 防

災 に 関 す る 事 項 に つ い て 、 会 長 の 補 佐 及 び 各 班 の 活 動 支 援 を 行 う 。 

（ 会 議 ）  

第 ８ 条  本 会 の 会 議 は 、 総 会 及 び 役 員 会 と す る 。  

２  総 会 は 、 芳 志 戸 自 治 会 会 則 第 ８ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 総 会 を も っ

て 充 て る 。  

（ 班 の 設 置 及 び 業 務 ）  

第 ９ 条  本 会 は 、 第 ４ 条 に 規 定 す る 事 業 を 行 う た め 、 次 の 表 に 掲 げ

る 班 を 置 き 、 各 業 務 を 行 う も の と す る 。  

班  名  平 常 時 の 業 務  災 害 時 の 業 務  

総 務 班  

各 班 の 総 括 。  

芳 賀 町 、そ の 他 組 織 と の

連 携 。  

各 班 の 総 括 。  

芳 賀 町 、 そ の 他 組 織

と の 連 携 。  

情 報 広 報 班  
防 災 知 識 の 普 及 及 び 啓

発  

情 報 の 収 集 及 び 伝

達  

要 支 援 者 対 応 班  

避 難 行 動 要 支 援 者 の 最

新 情 報 の 把 握  

避 難 行 動 要 支 援 者

の 安 否 確 認 情 報 の

収 集  

資 機 材 整 備 ・ 避

難 所 班  

防 災 資 機 材 等 の 整 備  臨 時 避 難 所 の 開 設

及 び 運 営 。  

給 食 及 び 給 水 。  

避 難 誘 導 班  
避 難 誘 導 の た め の 経 路

及 び 避 難 場 所 の 確 認  

避 難 誘 導  

２  班 長 は 、 会 員 の 中 か ら 班 員 を 選 任 す る 。  

（ 防 災 計 画 ）  

第 １ ０ 条  本 会 は 、 第 ４ 条 に 規 定 す る 事 業 を 行 う た め 、 災 害 対 策 基

本 法 に 規 定 す る 地 区 防 災 計 画 を 定 め 、 随 時 見 直 し を 行 う も の と す

る 。  

（ 会 計 年 度 ）  

第 １ １ 条  本 会 の 会 計 年 度 は 、 毎 年 ４ 月 １ 日 に 始 ま り 、 翌 年 ３ 月  

３ １ 日 に 終 わ る 。  

（ 雑 則 ）  
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第 １ ２ 条  こ の 規 約 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 役 員 会 が 定

め る 。  

附  則  

こ の 規 約 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 初 回 役 員

の 任 期 に つ い て は 、 第 ６ 条 第 ３ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 令 和 ５ 年 ３ 月

３ １ 日 ま で と す る 。  
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芳志戸地区内

洪水ハザードマップ
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【　自主防災会　災害時連絡先一覧　】

組織名

氏名

連絡先1

連絡先2

氏名

連絡先1

連絡先2

氏名

連絡先1

連絡先2

氏名

連絡先1

連絡先2

氏名

連絡先1

連絡先2

氏名

連絡先1

連絡先2

氏名

連絡先1

連絡先2

呼称 芳賀町民会館

連絡先 677-0009

呼称 芳賀北小学校

連絡先 677-0272

１）新ハザードマップで避難場所、避難ルート等　事前確認をお願い致します。

民生委員

連絡先

浸水想定区域内の避難場所

浸水想定区域に含まれない避難場所

自主防災会組織リーダー（自治会会長）

自主防災会組織サブリーダー（自治会副会
長）

（リーダーと連絡がつかないとき）

臨時避難所となる施設の管理者
（公民館長など施設管理の責任者）

上記施設の鍵所有者
（管理者以外；自治会長）

防災士

防災士
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組織名

呼称

連絡先

呼称

連絡先

呼称 建設課土木係

連絡先

呼称 都市計画課下水道係

連絡先

連絡先

呼称

連絡先

連絡先

呼称

連絡先

呼称

連絡先

部長

連絡先

副部長

連絡先

呼称

連絡先

呼称

連絡先

呼称

連絡先

呼称

連絡先

呼称

連絡先

災害用伝言ダイヤル　　※ 連絡先

災害用伝言版Web　　　※ AD

防災無線再生ダイヤル
(放送後30分以内なら放送内容が聞ける)

連絡先 0800-800-3799

NTT東日本　栃木支店

芳賀町災害対策本部

消防署

警 察

消防団（第2分団第3部）

芳賀町地域包括支援センター

芳賀町社会福祉協議会

連絡先

総務課地域安全対策係

677-6029

企画課みらい創生係

677-6012

#119

芳賀分署

677-0212

#110

真岡警察署

0285-84-0110

芳志戸駐在所

芳賀中部上水道企業団

東京電力

677-1661

677-2465　（不在時真岡に転送）

　　　　※　災害時の伝言サービスは　別紙資料参照

【災害時　関係機関　連絡先一覧】

芳賀町 役場
677-1113

677-6021

677-6080

社会福祉協議会

677-4711

#171

https://www.web171/jp

栃木カスタマーセンター

0120-995-112

設備部災害対策室

028-622-4256

地域包括支援センター

芳賀中部上水道企業団
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資料－1

災害時　安否確認　「171」　手順
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資料－2

災害時　情報収集ツール
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資料－3

両郡橋の水位観測、河川監視カメラで自宅で確認できます。

画像、データ スマートフォン、ＰＣにインストール　お願い致します

スマートフォン、ＰＣにインストール　お願い致します

スマートフォン、ＰＣで水位変化画像、データ
警戒レベル可否把握を知ることが出来ます。

川の水位情報（国土交通省） 資料-2　事例

増水した水路には近寄らないように！

以下　Ｗｅｂ事例
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